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去
る
八
月
二
日
、
神
社

庁
二
階
会
議
室
に
お
い

て
、
佐
賀
県
神
社
庁
総
代

支
部
長
会
が
開
催
さ
れ

た
。
次
第
に
よ
り
神
殿
拝

礼
、
神
社
庁
長
挨
拶
、
諸

般
の
報
告
の
後
、
座
長
と

し
て
村
田
副
会
長
が
選

出
さ
れ
、
議
事
が
進
行
さ

れ
た
。
議
事
と
し
て
①
令
和
五
年
度
佐
賀
県
神

社
総
代
会
事
業
報
告
、
②
令
和
五
年
度
佐
賀
県

神
社
総
代
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
③
令

和
六
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒
布
活
動
に
つ
い
て
、

④
祭
典
行
事
に
伴
う
安
全
対
策
の
徹
底
に
つ

い
て
、
⑤
国
民
精
神
昂
揚
運
動
合
同
研
修
会
に

つ
い
て
、
⑥
天
皇
皇
后
両
陛
下
行
幸
啓
に
伴
う
、

奉
迎
行
事
の
実
施
に
つ
い
て
、
⑦
神
道
政
治
連

盟
佐
賀
県
本
部
事
項
に
つ
い
て
、
⑧
伊
勢
神
宮

崇
敬
会
事
項
に
つ
い
て
、
⑨
そ
の
他
に
つ
い
て

が
そ
れ
ぞ
れ
審
議
さ
れ
、
同
日
午
後
に
開
催
さ

れ
る
神
社
庁
評
議
員
会
に
上
程
さ
れ
る
議
案

を
審
議
し
た
。 

 

追
っ
て
二
日
、
午
後
一
時
半
よ
り
定
例
の
総

代
会
評
議
員
会
が
平
和
会
館
三
階
「
神
殿
の
間
」

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
先
ず
神
殿
を
拝
礼
し

た
後
、
昨
年
八
月
開
催
の
評
議
員
会
以
降
、
逝

去
さ
れ
た
県
内
神
社
関
係
者
に
黙
祷
が
捧
げ

ら
れ
、
三
谷
副
会
長
が
開
会
の
辞
を
述
べ
、
続

い
て
德
久
庁
長
が
挨
拶
し
た
。
事
務
局
よ
り
諸

般
の
報
告
が
あ
っ
た
後
、
正
副
議
長
共
に
諸
事

情
に
よ
り
欠
席
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
臨
時
に
て

戸
川
議
長
を
選
出
、
議
長

が
所
定
の
席
に
着
き
、
議

事
が
執
り
進
め
ら
れ
た
。

議
案
第
一
号
「
令
和
五
年

度
佐
賀
県
神
社
総
代
会

事
業
報
告
の
件
」
、
議
案

第
二
号
「
佐
賀
県
神
社
総

代
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
及
び
特
別
会

計
収
支
計
算
書
の
件
」
が
そ
れ
ぞ
れ
上
程
さ
れ
、

質
疑
を
交
わ
し
た
の
ち
、
採
決
に
よ
り
承
認
さ

れ
た
。 

 

次
に
報
告
事
項
と
し
て
、
①
国
民
精
神
昂
揚

運
動
合
同
研
修
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
②
天
皇

皇
后
両
陛
下
行
幸
啓
に
伴
う
、
奉
迎
行
事
に
つ

い
て
、
③
神
道
政
治
連
盟
佐
賀
県
本
部
事
項
に

つ
い
て
、
④
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
佐
賀
県
本
部
事

項
が
資
料
に
基
づ
き
説
明
さ
れ
た
。 

 

各
質
疑
を
終
え
、
戸
川
議
長
が
降
壇
、
閉
会

の
辞
を
村
田
副
庁
長
が
述
べ
、
神
殿
を
拝
礼
し

散
会
と
な
っ
た
。 

  

行
事
予
定  

 

九
月 

 
 

二
日 

神
宮
大
麻
奉
送 

 
  

於
神
社
庁 

 
 

五
日 

神
職
総
会 

 
 

   

於
神
社
庁 

 

十
一
日 

全
国
神
社
総
代
会
大
会 

於
香
川
県 

 

十
五
日 

千
栗
八
幡
宮
創
建
一
三
〇
〇
年 

式
年
祭 

 

 

第３１２号  

★
発
行
者 

佐
賀
県
神
社
庁 

 
 

 
 

 
 

庁
長 

德 

久 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
市
川
原
町
八
番
二
七
号 

★
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 
 

 
 

 
h
i
z
e
n
.
s
a
g
a
k
e
n
-
j
-
c
h
o
u
 

@
s
h
o
r
e
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
 

祝
祭
日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 

佐
賀
県
神
社
総
代
会
役
員
・
支
部
長
会 

並
び
に
評
議
員
会 

開
催 
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十
六
日 

田
島
神
社
例
祭 

 
 
 

 
 

大
宮
司
招
宴 

 
  

於
神
宮
会
館 

 

十
七
日 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭 

於
神
宮 

 
 
 

 
 

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
地
方
本
部
事 

務
局
長
会 

 
 

  

於
神
宮
会
館 

神
社
庁
長
懇
話
会  

於
神
宮
会
館 

 

十
八
日 

神
社
庁
長
会 

 
  

於
神
宮
会
館 

二
十
一
日 

松
蔭
神
社
例
祭 

二
十
五
日 

国
民
精
神
昂
揚
運
動
合
同
研
修 

 
 
 

 
 

会 

於
鹿
島
市
民
文
化
ホ
ー
ル 

二
十
七
日 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭 

於
神
社
庁 

神
社
庁
役
員
会 

 
  

於
神
社
庁 

全
国
敬
神
婦
人
大
会  

於
北
海
道 

 

十
月 

 
 

二
日 

全
国
選
挙
対
策
委
員
会  

於
本
庁 

 
 

三
日 

東
松
浦
地
区
西
支
部
神
宮
大
麻 

暦
頒
布
始
奉
告
祭 

 
 
 

 
 

神
社
本
庁
教
誨
師
研
究
会 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

於
岩
手
県 

 
 

五
日 

提
灯
奉
迎
行
事 

 

十
二
日 

佐
嘉
神
社
例
祭 

 

十
三
日 

佐
賀
縣
護
國
神
社
秋
季
例
祭 

（
～
十
四
日
） 

 

十
九
日 

稲
佐
神
社
例
祭 

 
 
 

 
 

白
鬚
神
社
一
四
五
〇
年
奉
祝
祭 

二
十
七
日 

與
賀
神
社
例
祭 

二
十
八
日 

神
社
庁
役
員
会 

 
  

於
神
社
庁 

 

三
十
日 

福
岡
矯
正
管
区
教
誨
師
研
修
会 

於
沖
縄
県 

 
 
 

 
 

憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム 

  

於
熊
本
県 

  

事
務
連
絡  

令
和
六
年
八
月
十
三
日
教
化
発
第
一
一
九
号 

神
社
本
庁
教
化
広
報
部
長
発
・
神
社
庁
長
宛 

▼
令
和
六
年
度
家
庭
祭
祀
啓
発
チ
ラ
シ
送
付
の 

 

件 標
記
の
件
、
例
年
の
通
り
神
宮
大
麻
頒
布
活

動
等
の
一
助
と
な
る
や
う
作
製
致
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
御
参
考
ま
で
に
見
本
紙
一
〇

〇
部
を
お
送
り
致
し
ま
す
の
で
、
管
内
の
神
宮

大
麻
頒
布
促
進
や
家
庭
祭
祀
の
振
興
の
た
め

積
極
的
に
活
用
方
御
勧
奨
戴
き
た
く
お
願
ひ

申
上
げ
ま
す
。 

尚
、
各
神
社
か
ら
の
要
望
に
つ
い
て
は
左
記

の
通
り
対
応
致
し
ま
す
が
、
申
込
期
限
は
令
和

七
年
二
月
末
日
と
し
ま
す
。
ま
た
、
本
チ
ラ
シ

は
、『
月
刊
若
木
』
八
月
号
に
附
録
と
す
る
他
、

神
職
専
用
サ
イ
ト
に
て
印
刷
用
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー

タ
を
掲
載
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
チ
ラ
シ 

家
庭
祭
祀
啓
発
チ
ラ
シA

4
判
両
面
四
色

刷
上
質
紙 

一
、
注
文
方
法 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
御
注
文
戴
け
ま 

す
。
別
添
注
文
書
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド 

を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
カ
メ
ラ
で
読 

み
込
む
か
、
ブ
ラ
ウ
ザ
で
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力 

し
て
戴
き
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
お
申 

込
み
下
さ
い
。 

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
注
文
を
御
希
望
の
場
合

は
神
社
本
庁
教
化
広
報
部
ま
で
御
連
絡

下
さ
い
。
注
文
専
用
メ
ー
ル
送
付
先

katei@
jinj

ahonc
ho.o

r.jp
 

尚
、
注
文
用
紙
は
『
月
刊
若
木
』
八
月

号
に
同
封
す
る
と
共
に
神
職
専
用
サ
イ

ト
に
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。 

【
記
入
事
項
】 

①
注
文
者(

氏
名
・
神
社
名
・
郵
便
番
号
・

住
所
・
電
話
番
号
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号)

 

②
納
品
先(

注
文
者
と
異
な
る
場
合
は
記

載
願
ひ
ま
す
。)

 

③
数
量(

一
〇
〇
部
単
位
。
別
添
料
金
表

に
無
い
数
量
の
注
文
は
、
別
途
お
問
合

せ
下
さ
い
。)

 

④
名
入
れ
等
の
印
刷
の
有
無 

⑤
折
加
工
の
有
無(

名
入
れ
印
刷
が
あ
る

場
合
の
み
受
付
し
ま
す
。
折
加
工
は
別

途
加
料
金
が
掛
か
り
ま
す
。
二
つ
折
、

三
つ
折
、
四
つ
折
か
ら
お
選
び
下
さ

い
。)

 

※
名
入
れ
印
刷
の
場
合
は
、
本
庁
よ
り
取
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扱
ひ
業
者
へ
委
託
し
、
チ
ラ
シ
の
作
製

を
行
ひ
ま
す
。
そ
の
際
に
業
者
よ
り
注

文
者
へ
校
正
を
お
願
ひ
し
ま
す
。 

※
名
入
れ
印
刷
の
納
期
は
、
校
了
日(

校

正
終
了
日)

か
ら
約
四
～
六
営
業
日
を

要
し
ま
す
。 

一
、
申
込
期
限 

令
和
七
年
二
月
末
日
迄 

 

一
、
頒
価 

名
入
れ
印
刷
な
し
無
料(

送
料
の
み
着
払

ひ)
 

名
入
れ
印
刷
あ
り
名
入
れ
印
刷
代
・
折
加

工
代(

別
添
料
金
表
参
照)

の
実
費
と
送

料
が
着
払
ひ
と
な
り
ま
す
。
印
刷
料
金
は

印
刷
所
の
状
況
に
よ
り
、
若
干
の
変
動
が

生
じ
ま
す
。 

一
、
そ
の
他
神
職
専
用
サ
イ
ト
の
印
刷
用

デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
各
々
で
編

集
し
、
家
庭
用
プ
リ
ン
タ
や
ネ
ッ
ト
印
刷

業
者
に
発
注
し
て
印
刷
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。 

※
八
月
か
ら
御
注
文
は
可
能
で
す
が
、
発

送
は
九
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。 

以 

上 
 

 

本
年
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
注
文
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。
お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
パ
ソ
コ
ン
等
か
ら
御

注
文
頂
け
ま
す
。
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
カ
メ
ラ
で
読
み
込
む
か
、
ブ

ラ
ウ
ザ
で
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
し
て
い
た
だ
き
、
必

要
事
項
を
御
記
入
の
上
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

URL:ht
tps:

//bus
ines

s.fo
rm

-

mailer
.jp/

lp/06
70ea

7920
8323

 

 
令
和
六
年
八
月
十
九
日
神
青
協
発
第
二
十
二
号 

神
道
青
年
全
国
協
議
委
員
会
会
長
発
・
神
社
庁
長
宛 

▼
「
神
社
シ
ー
ル
ブ
ッ
ク
」
活
用
御
依
頼
の
件 

標
記
の
件
、
神
青
協
事
業
委
員
会
で
は
青
少

年
教
化
育
成
事
業
の
一
環
と
し
て
神
社
を
題

材
に
し
た
「
神
社
シ
ー
ル
ブ
ッ
ク
」
の
制
作
、

監
修
を
致
し
ま
し
た
。 

絵
本
や
カ
ル
タ
な
ど
様
々
な
教
化
資
材
が

あ
り
ま
す
が
、
シ
ー
ル
ブ
ッ
ク
は
指
先
を
使
ひ
、

遊
び
を
通
じ
て
、
器
用
さ
や
集
中
力
、
想
像
力

な
ど
を
身
に
付
け
な
が
ら
、
よ
り
神
社
に
親
し

み
を
持
て
る
資
材
で
は
な
い
か
と
着
目
し
ま

し
た
。 

七
五
三
の
記
念
品
な
ど
、
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
幅
広
く
御
活
用

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
ひ
ま
す
。
神
青
協
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
バ
ナ
ー

か
ら
チ
ラ
シ
と
注
文

シ
ー
ト
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
の
で
関
係
各

位
へ
御
推
奨
い
た
だ

き
ま
す
や
う
お
願
ひ

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
配
布
物 

「
神
社
シ
ー
ル
ブ
ッ
ク
」 

一
、
頒
価 

税
込
二
百
円(

十
冊
単
位
で
ご
注
文
く
だ 

さ
い)

 

一
、
頒
布
業
者 

株
式
会
社
晃
和
デ
ィ
ス
プ
レ
イ 

一
、
そ
の
他 

御
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
神
道 

青
年
全
国
協
議
会 

事
業
委
員
長
に
御
連 

絡
下
さ
い
。 

○
事
業
委
員
長 

 

塙 

敬
比
古 

電
話
番
号
○
九
○-

一
四
五
五-

九
六
○
九 

以 

上 
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◇
◆
◇
教
化
委
員
た
よ
り
◇
◆
◇ 

與
賀
神
社
祢
宜 

溝
上 

忠
秀 

 
平
素
よ
り
当
会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
先
日
社
務
所
を
整
理
し
て
い
ま
し
た

と
こ
ろ
、
新
聞
の
切
抜
き
に
、
ふ
と
目
が
留
ま

り
ま
し
た
。
書
か
れ
て
い
た
記
事
は
平
成
十
四

年
の
も
の
で
、
自
治
会
費
で
の
神
社
費
徴
収
と

あ
り
ま
し
た
。
内
容
は
自
治
会
費
に
含
ま
れ
る

神
社
費
の
支
払
い
を
巡
る
裁
判
で
、
結
果
は

「
自
治
会
費
と
し
て
の
一
括
徴
収
は
事
実
上
、

宗
教
行
為
へ
の
参
加
強
制
で
、
宗
教
の
自
由
を

侵
害
し
、
憲
法
や
地
方
自
治
法
の
趣
旨
に
反
し

違
法
で
あ
る
」
と
し
て
原
告
の
実
質
勝
訴
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。
他
の
神
社
で
起
こ
っ
た
問
題

は
自
分
の
神
社
で
も
起
こ
り
え
る
と
思
い
ま

す
。
我
々
、
神
道
に
携
わ
る
者
は
「
神
道
は
一

般
の
宗
教
概
念
と
違
い
日
本
人
の
中
に
自
然

に
発
生
し
た
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
習
俗
で
あ

る
」
と
の
考
え
を
理
解
で
き
ま
す
が
、
一
般
の

方
に
は
中
々
理
解
い
た
だ
く
こ
と
は
難
し
い

か
と
思
い
ま
す
。
他
を
廃
す
る
宗
教
に
入
ら
れ

て
い
る
方
は
尚
更
で
す
。
こ
の
問
題
は
神
社
界

に
と
っ
て
永
遠
の
課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
地
域
の
ほ
と
ん
ど
の
方
に
は
神
社
を
理
解

い
た
だ
い
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
中
に
は

神
社
に
批
判
的
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
々
を
敵
と
し
て
切
り
捨
て
て

し
ま
う
の
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
、
神
社
に
と

っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
『
許
そ

う
じ
ゃ
な
い
か
っ…

、
寛
容
な
精
神
で
っ…

！
』

す
べ
て
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
皆
が
納
得
す
る

方
法
を
探
す
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
教

化
委
員
会
で
も
神
社
が
如
何
に
地
域
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
広
め
、
多

く
の
人
が
神
社
を
好
き
に
な
る
よ
う
な
活
動

を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
中

の
神
社
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
出
来

事
で
し
た
。 

 

◇
◆
◇
研
修
修
了
レ
ポ
ー
ト
◇
◆
◇ 

神
社
庁
祭
式
指
導
者
養
成
研
修
会 

淀
姫
神
社
祢
宜 

田
中 

寛
美 

 

七
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
國
學
院

大
學
に
て
開
催
さ
れ
た
神
社
庁
祭
式
指
導
者

養
成
研
修
会
に
二
回
生
と
し
て
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。 

〇
二
十
七
日 
十
二
時
受
付
、
一
限
目
・
明
治 

時
代
の
祭
式
の
編
纂
に
つ
い
て
、
二
限
目
・ 

指
導
教
案
・
作
成
に
つ
い
て 

〇
二
十
八
日 

一
限
目
・
手
水
、
二
限
目
・
修 

祓
・
宮
司
一
拝
、
三
限
目
・
御
扉
開
閉
、
四 

限
目
・
神
饌
献
撤 

〇
二
十
九
日 

一
限
目
・
献
幣
、
二
限
目
・
玉 

串
拝
礼
、
三
限
目
・
質
疑
応
答
、
四
限
目
・ 

大
祭
式
習
礼 

〇
三
十
日 

大
祭
式 

 

こ
の
研
修
会
は
三
回
ま
で
受
講
可
能
で
す

が
、
私
に
と
っ
て
三
回
で
は
足
り
な
い
よ
う
で

す
。
作
法
を
一
つ
一
つ
言
葉
に
出
し
て
分
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
を
感

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
三
回
目
の
受
講
生
は
祭

式
に
つ
い
て
の
知
識
が
深
く
、
姿
勢
や
動
作
が

美
し
い
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
私
も
さ
ら
な

る
努
力
が
必
要
で
す
。
「
作
法
は
普
段
の
心
が

け
に
よ
り
、
姿
と
形
が
体
に
染
み
つ
い
て
自
分

の
も
の
と
な
り
、
神
に
通
じ
る
心
の
表
れ
と
な

る
」
。
日
々
の
社
頭
祈
願
の
な
か
で
真
心
を
こ

め
て
奉
仕
し
、
形
を
身
に
着
け
、
角
立
た
ぬ
作

法
が
出
来
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

次
回
は
三
回
生
で
す
。
直
階
検
定
講
習
会
を

想
定
し
た
教
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
初
め
て
祭
式
を
学
ぶ
方
に
伝
わ

る
方
法
を
考
え
な
が
ら
勉
強
に
励
も
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

 

祭
式
の
事
だ
け
考
え
て
勉
強
で
き
た
四
日

間
は
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
で
し
た
。
こ
の
機

会
を
与
え
て
く
だ
さ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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支
部
単
位
研
修
会
実
施
報
告 

佐
賀
地
区
第
二
支
部
南 

光
増 

隆
昭 

 

 

去
る
八
月
二
十
二
日
（
木
）
、
県
護
国
神
社
々

務
所
に
て
東
孝
澄
神
社
庁
祭
式
助
教
の
ご
指

導
を
賜
り
、
支
部
内
神
職
八
名
が
参
加
し
、
祭

式
研
修
会
を
行
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
令
和

二
年
開
催
よ
り
、
四
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。 

神
社
祭
式
行
事
作
法
教
本
の
序
文
に
沼
部

春
友
先
生
が
「
先
人
は
『
こ
こ
ろ
は
か
た
ち
を

求
め
、
か
た
ち
は
こ
こ
ろ
を
進
め
る
。
』
と
教
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
神
道
に
当
て
嵌
め
る
な

ら
ば
、
信
心
の
こ
こ
ろ
を
祭
祀
と
い
う
か
た
ち

で
表
現
し
、
真
の
祭
祀
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
信
心
の
こ
こ
ろ
を
進
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
と
り
わ
け
祭
式
の
執
行
に
は
、
明
る

く
清
ら
か
な
信
心
の
真
心
と
、
流
麗
で
美
し
い

作
法
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
ろ
と
か
た
ち
が
一

つ
に
な
っ
た
立
派
な
祭
祀
奉
仕
こ
そ
が
、
神
職

の
最
も
大
事
な
任
務
で
あ
り
、
祭
祀
の
厳
修
を

第
一
と
し
て
、
神
道
が
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
き

た
所
以
が
、
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
神
職
に
と
っ

て
神
明
奉
仕
に
努
め
る
た
め
に
「
敬
神
の
真
心

を
も
っ
て
、
正
し
く
美
し
い
作
法
を
習
得
す
る

こ
と
」
が
重
要
で
す
。
し
か
し
言
う
は
易
し
、

行
う
は
難
し
い
で
す
。
こ
れ
を
実
践
す
る
こ
と

が
如
何
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
か
。 

大
学
卒
業
後
、
奉
職
し
た
千
葉
県
流
山
市
鎮

座
、
諏
訪
神
社
の
古
谷
金
祐
宮
司
様
は
「
神
さ

ま
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
、
慣
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
い
け
な
い
。
自
分
は
今
で
も
祭
典
奉
仕
で

御
神
前
に
進
む
際
に
は
緊
張
す
る
。
熟
練
は
良

い
が
慣
れ
て
は
い
け
な
い
。
熟
練
し
た
作
法
と

慣
れ
た
作
法
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
。
」
と
仰

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
人
の
言
う
「
こ

こ
ろ
は
か
た
ち
を
求
め
、
か
た
ち
は
こ
こ
ろ
を

進
め
る
」
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
新
米

神
主
に
「
先
ず
敬
神
の
真
心
か
ら
始
め
な
さ

い
。」
と
教
え
て
頂
い
た
の
で
す
。 

私
ど
も
の
支
部
は
、
宮
司
の
み
で
奉
仕
す
る

神
社
が
殆
ど
で
す
。
普
段
、
独
り
よ
が
り
の
祭

式
作
法
を
行
っ
て
い
て
も
気
づ
き
ま
せ
ん
し
、

指
摘
す
る
者
も
お
り
ま
せ
ん
。
私
も
神
職
歴
三

十
余
年
と
な
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
身
に
つ
い

た
悪
癖
・
思
い
込
み
が
多
々
あ
り
ま
す
。
な
か

な
か
一
朝
一
夕
に
修
正
す
る
の
は
難
し
い
で

す
。 今

回
の
祭
式
研
修
会
で
は
、
改
め
て
、
作
法

の
大
切
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の

「
作
法
」
が
繋
が
る
こ
と
で
「
行
事
」
と
な
り

ま
す
。
そ
し
て
「
行
事
」
と
「
行
事
」
が
連
続

し
て
「
祭
祀
」
と
な
り
ま
す
。 

本
研
修
会
で
、
東
講
師
よ
り
ご
教
授
頂
い
た

知
識
と
技
能
を
、
祭
祀
の
基
本
で
あ
る
作
法
の

研
鑽
に
活
か
し
、
神
様
と
参
列
者
を
繋
ぐ
、
中

執
り
持
ち
と
し
て
相
応
し
い
、
そ
し
て
美
し
い

祭
式
作
法
に
努
め
て
参
り
ま
す
。 

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
今
回
、
研
修
会
場
と

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
、
県
護
国
神
社 

徳
久
宮

司
様
始
め
職
員
皆
様
方
に
は
、
ご
多
忙
中
に
も

関
わ
ら
ず
、
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
こ
と
紙
面
を

借
り
て
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

研
修
修
了
報
告  

神
社
本
庁
総
合
研
究
所
直
轄
研
修 

■
神
社
庁
祭
式
指
導
者
養
成
研
修
会 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
七
月
二
十
七
日

（
土
）
～
三
十
日
（
火
） 

三
日
間 

一
、
場 

所 

國
學
院
大
學 

一
、
修
了
者 

淀
姫
神
社
祢
宜 

田
中 

寛
美 

 

■
神
社
庁
雅
楽
指
導
者
養
成
研
修
会 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
八
月
二
日
（
金
） 

～
四
日
（
日
）
二
・
五
日
間 

一
、
場 

所 

神
社
本
庁 

一
、
修
了
者 

金
刀
比
羅
神
社 

宮
司 

古
川 

勝
茂 
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■
第
百
七
十
五
回
中
堅
神
職
研
修
（
丁
） 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
七
月
八
日
（
月
） 

～
十
二
日
（
金
）
五
日
間 

一
、
場 
所 

神
宮
道
場 

一
、
修
了
者 
佐
嘉
神
社
祢
宜 

藤
田 

俊
介 

 

佐
賀
県
神
社
庁
研
修
所
主
催 

■
雅
楽
研
修
会 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
八
月
十
九
日
（
月
） 

一
日
間 

一
、
場 

所 

佐
嘉
神
社 

一
、
修
了
者 

 金
立
神
社
宮
司 

阿
久
津
奈
美
恵 

金
刀
比
羅
神
社
宮
司 

古
川 

 

勝
茂 

佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

溝
口 

 

裕
基 

佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

山
下 

 

美
幸 

田
嶋
神
社
祢
宜 

田
中 
 

美
香 

五
名 

 

■
藤
津
地
区
支
部
祭
式
研
修
会 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
八
月
二
十
一
日
（
水
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

～
二
十
二
日
（
木
） 

二
日
間 

一
、
場 

所 

祐
徳
稲
荷
神
社
々
務
所 

一
、
修
了
者 

 

天
子
神
社
宮
司 

北
村 

建
治 

五
ノ
宮
神
社
宮
司 

宮
﨑 

春
己 

松
岡
神
社
宮
司 

有
森 

龍
弘 

豊
玉
姫
神
社
宮
司 

馬
場 

信
禎 

祐
徳
稲
荷
神
社
祢
宜 

藤
川 

耕
一 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

山
口 

隆
幸 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

宮
田 

有
尊 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

池
田 

知
史 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

葦
津 

元
彦 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

大
島
健
太
郎 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

前
中 

俊
二 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

田
中 

達
也 

祐
徳
稲
荷
神
社
出
仕 

尾
﨑 

一
天 

十
三
名 

 

■
佐
賀
地
区
第
二
支
部
南
祭
式
研
修
会 

一
、
日 

時 

令
和
六
年
八
月
二
十
二
日
（
木
） 

一
、
場 

所 

佐
賀
縣
護
國
神
社
々
務
所 

一
、
修
了
者 

 

新
北
神
社
宮
司 

川
浪 

勝
英 

日
枝
神
社
宮
司 

日
吉 

高
明 

厳
島
神
社
宮
司 

川
浪
ひ
と
み 

日
枝
神
社
祢
宜 

日
吉 

照
彦 

海
童
神
社
祢
宜 

光
増 

隆
昭 

志
賀
神
社
宮
司 

北
島 

清
孝 

大
堂
神
社
祢
宜 
石
丸 

正
和 

七
名 

  

 

事
務
報
告  

【
神
職
帰
幽
】 

■
大
江
神
大
神
宮 

宮
司 

井
崎 

勝
士 

氏
（
二
級
） 

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日
逝
去 

（
享
年
八
十
二
） 

謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す 

 

【
任 

免
】 

■
最
所 

圭
一 

三
養
基
郡
み
や
き
町 

寳
満
神
社
権
祢
宜
に
任
ず
る 

令
和
六
年
八
月
一
日 

 

■
岡
山
神
社
宮
司 

栗
原 

潔 

 
 

小
城
市
小
城
町 

 
 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

令
和
六
年
八
月
一
日 

【
新
任
神
職
紹
介
】 

 

 

寳
満
神
社
権
祢
宜 

さ
い
し
ょ 

け
い
い
ち 

最
所 

圭
一 

昭
和
四
十
八
年
生
ま
れ 

  

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
！ 
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【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

 

■
伊
萬
里
神
社
宮
司 

加
志
田 

浩
一 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 
令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
豊
受
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
八
月
十
六
日 

 

・
員
数 

 

黒
木
祐
一
郎 

 

他
二
名 

 

■
妻
山
神
社
宮
司 

永
代 
龍
三
郎  

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
六
年
八
月
十
八
日 

 

・
員
数 

 

田
中 

秀
範  

 

他
六
名 

 

寄

贈

書

籍

等

目

録

並

び

に

御

芳

名 

自 

令
和
六
年 

八
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 
 

 

仝
三
十
一
日 

・
東
神 

第
一
〇
四
四
号 

東
京
都
神
社
庁 

様 

・
北
海
道
神
社
庁
報 

第
一
二
九
四
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
あ
つ
た 

第
二
八
三
号 

熱
田
神
宮 

様 

・
埼
玉
県
神
社
庁
報 

第
二
〇
二
号 

埼
玉
県
神
社
庁 

様 

・
お
明
神
さ
ま 

第
二
五
四
号 

三
嶋
大
社 

様 

・
か
な
が
わ 

第
一
二
四
号 

神
奈
川
県
神
社
庁 

様 

・
靖
国 

第
八
二
九
号 

靖
国
神
社 

様 

・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
七
六
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

・
む
す
び 

第
一
六
二
号 

生
田
神
社 

様 

・
う
ぶ
す
な 

第
一
三
三
号 岐

阜
県
神
社
庁 

様 

・
大
阪
国
学
院
だ
よ
り 

第
三
八
号 

大
阪
国
学
院 

様 

・
熊
本
県
神
社
庁
報 

第
一
七
三
号 

熊
本
県
神
社
庁 

様 

・
大
三
島
宮 

第
二
一
四
号 

大
山
祇
神
社 

様 

・
み
つ
ミ
祢
山 

第
二
六
五
号 

三
峯
神
社 

様 
・
あ
し
か
ひ 

第
一
二
五
号 大

阪
府
神
社
庁 

様 

          

                
 

    

  

    

提
灯
奉
迎
行
事
へ
の
参
加 

動
員
を
お
願
い
致
し
ま
す
！ 

  

今
号
に
同
封
し
て
お
り
ま
す
通

知
の
通
り
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
が

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
併
せ
て
当

県
へ
行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
ま
す
。 

 

十
月
五
日
（
土
）
の
開
会
式
当
日

午
後
か
ら
夜
に
か
け
て
、
行
在
所

周
辺
に
於
い
て
、
御
奉
迎
の
意
を

込
め
て
提
灯
行
列
を
執
り
行
い
ま

す
。 

 

秋
祭
り
の
時
期
で
お
忙
し
く
さ

れ
て
い
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
お

誘
い
合
わ
せ
の
上
、
多
数
の
御
参

加
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
県
内
神
社

関
係
者
に
は
御
案
内
と
御
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
九
月
二
十
五
日
（
水
）
の

竹
田
恒
泰
氏
講
演
会
の
折
に
は
、

是
非
と
も
奉
迎
行
事
へ
の
協
力
金

の
募
金
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

◎諸連絡◎ 

・９月２５日（水）は閉庁 

致します。 

・神社庁暦の納品予定日は 

９月３０日となっていま 

すので、各支部の大麻幹事 

殿には御承知置き願いま 

す。 

・台風被害等が生じた場合 

は速やかに御報告下さい。 
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～支部長・支部幹事  殿～  

■令和５年度神社庁活動概況調査にかかる報告書提出方依頼■  

  昨年度貴支部管内における活動状況の取り纏めに御協力をお願  

い致します。  

  報告締切：１０月１１日（金）必着  

  取り纏め表をデータにて希望される方は、その旨神社庁にメール  

下さい。  

 

※貴支部での神宮大麻頒布始奉告祭の日時・場所等、詳細が決まりま

したら、神社庁事務局までお知らせ下さい。  

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
の
御
案
内 

初
秋
の
候
、
時
下
益
々
御
清
祥
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

扨
、
貴
職
に
は
毎
年
神
宮
大
麻
・
神
社
廳
暦
頒
布
に
際
し
、
御
尽
力
を
賜
り
衷
心
よ 

り
感
謝
申
上
げ
ま
す
。 

 
 

つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
通
り
奉
告
祭
を
斎
行
致
し
ま
す
の
で
、
社
務
等
御
多
端
の 

折
と
は
存
じ
ま
す
が
、
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、
御
参
列
戴
き
ま
す
様
お
願
い
申
し
上 

げ
ま
す
。 

 
 

併
せ
て
、
神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者
表
彰
の
伝
達
式
を
挙
行
致
し
ま
す
こ
と
を
申 

し
添
え
ま
す
。 

《 

記 

》 

一
、
期 

日 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分
斎
行 

一
、
場 

所 
 

平
和
会
館
三
階
「
神
殿
の
間
」 

一
、
案 

内 
 

神
社
庁
役
員
、
監
事
、
協
議
員
、
教
化
委
員
、
研
修
所
講
師
、 

支
部
長
、
支
部
幹
事
、
大
麻
幹
事
、
ほ
か
管
内
全
神
職 

 
 

 
 

 
 

 

総
代
会
長
、
副
会
長
、
総
代
会
支
部
長
、
評
議
員
、
関
係
指
定
団
体
会
長 

一
、
回 

答 
 

直
会
準
備
の
都
合
上
、
往
復
葉
書
の
返
信
面
に
て
九
月
二
十
日
（
金
）
迄 

に
出
欠
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

一
、
備 

考 
 

当
日
は
各
支
部
へ
の
頒
布
式
も
併
せ
て
行
い
ま
す
の
で
、
各
支
部
総
代
会

支
部
長
の
御
出
席
に
つ
き
御
配
慮
願
い
ま
す
。 

万
が
一
、
総
代
支
部
長
の
都
合
が
付
か
な
い
場
合
は
代
理
の
方
が
御
出
席 

戴
く
等
の
対
応
を
戴
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 


